
産業政策から見た会社法現代化の重点課題

平成１７年４月

産業組織課

１．産業政策から見た会社法現代化の位置付け ・・・　　１

２．会社法現代化のポイント ・・・　　２

（１）　会社を起こしやすくする ・・・　　３

（２）　会社の再編を容易にする ・・・　　４

【補足１】　三角合併について

（３）　より効果的な敵対的買収防衛策の導入を可能にする ・・・　 ６

（４）　中小企業が使いやすい株式会社制度を設ける ・・・　　８

【補足２】　株式会社と有限会社の一体化へ

（５）　新しい会社類型（合同会社：日本版ＬＬＣ）を設ける ・・・　１０

【補足３】　LLPとLLCの比較

資料　４



１．　産業政策から見た会社法現代化の位置付け

　　

１

会社法の現代化　（Ｈ１７）

持株会社の解禁（Ｈ９）

○企業組織再編税制

　・株式交換・移転税制　（Ｈ１１）

　・会社分割税制　（Ｈ１３）

○連結納税制度　（Ｈ１４）

　　　組織再編の柔軟化

　・合併法制　（Ｈ９）

　・株式交換、移転　（Ｈ１１）
　・会社分割　（Ｈ１２）

　　 　株式制度の柔軟化

　・金庫株の解禁　（Ｈ１３）

　・種類株式の弾力化　（Ｈ１３）
　・新株予約権制度の創設（Ｈ１３）

　　 企業統治制度の多様化

　・監査役機能の強化　（Ｈ１３）

　・取締役責任の制限　（Ｈ１３）
　・委員会等設置会社の導入（Ｈ１４）

○会社法現代化は、会社法制改革の総仕上げ

平成９～１２年 組織再編の柔軟化
・ 合併制度の見直し
・ 会社分割や株式交換・移転制度の創設

平成１３年 株式制度の柔軟化
・ 種類株式の弾力化や自己株式取得（金庫株）

の解禁

平成１４年 企業統治制度の多様化
・ 委員会等設置会社制度（米国型の企業統治

制度）の創設

会社法現代化 平成１７年通常国会提出
平成１８年度施行予定



２

２．会社法現代化のポイント

○創業と再編を促す会社法改正となることが重要

創業や再編、中小企業振興や新産業創出といった、日本経済が抱える課題の解決に
即応した会社法の整備が重要。
産業政策の立場からは、以下の５つの観点から見て、使い勝手のよい会社法改正にな
ると評価。

ポイント１　会社を起こしやすくする

ポイント２　会社の再編を容易にする

ポイント３　より効果的な敵対的買収防衛策の導入を可能にする

ポイント４　中小企業が使いやすい株式会社制度を設ける

ポイント５　新しい会社類型（合同会社：日本版ＬＬＣ）を設ける
　　　　　　　※ＬＬＰについては、今通常国会にＬＬＰ法案を経済産業省より提出。



○最低資本金規制の特例が、起業に与える効果は大きい。

【これまでの最低資本金規制】

株式会社１，０００万円、有限会社３００万円

【最低資本金規制の特例】

新事業創出促進法に基づき経済産業大臣の確認

を受ければ、設立後５年間は最低資本金規制を

適用しない（１円でも創業可能）。

↓

○　設立時の最低資本金規制を撤廃し、創業を促すことが重要

○　会社財産保全のため、剰余金の分配規制は維持

（１）　会社を起こしやすくする　

３
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本年１月までに既に２万社を超える企業が特例の
適用を受けて設立されている。

最低資本金規制を撤廃



○会社の合併・分割を行う際には、株主総会で２／３以上の賛成が必要。

－簡易組織再編（株主総会の承認不要の組織再編）の範囲拡大
－略式組織再編（支配関係にある株式会社間の組織再編の場合、子会社の総会決議を不要に）の導入
－スピンオフの容易化（子会社株式で配当することを解禁し、子会社の独立を容易に）
－合併等対価の柔軟化（存続会社の株式以外の財産（現金、親会社の株式等）を交付できるようにする）

○産業再生法で設けた特例は一定の効果があった。会社経営の機動性・柔軟性の向上を図るため、
会社法で一般化し、広く再編を促す。

（２）　会社の再編を容易にする　

４

対象企業
Ｂ

　合併
合併企業
Ａ

簡易組織再編の範囲拡大

　原則、合併・分割を行うには、株
主総会で２／３以上の賛成が必要。
　例外として、組織再編を行う対象
企業の資産規模比率が合併企業
の５％以下５％以下であれば、取締役会の
決議のみで合併等ができる。
（産業再生法で上記の特例あり。）

取締役会決議のみ

Ｂ企業がＡ企業の資
産規模２０％以下

親会社

略式組織再編の導入

完全子会社に近い関係にある会社
（９割以上保有）間の組織再編の場
合、子会社の株主総会決議を不要子会社の株主総会決議を不要と
する。

９割以上保有

子会社旧子会社

親会社

株主

スピンオフの容易化（現物配当）

子会社を独立させる時に、株主
に対する配当として、金銭以外
の財産を分配する場合の手続・
要件などを明確化。

子会社株式で
配当
（特別決議）

独立

子会社

合併

簡易かつ多様な組織再編方式を導入

対象企業
（消滅会社）

　合併
合併企業
（存続会社）

株主

合併対価の柔軟化

合併の際、消滅企業の株主に対
して、現金や親会社の株式など、
存続会社の株式以外の財産を交
付できるようにする。

現金、親会社の
株式等を交付

①経営陣の同意（合併契約の調印）
②株主総会の特別決議（２／３以上）
③流動性の低い株式を活用する場合には、更に
　特殊決議（総株主の過半数が賛成するとともに
　総株主の議決権の２／３以上の賛成が必要）

略式組織再編制度はない。
（産業再生法では特例あり。）

現行法現行法

会社法 ２０％に拡大２０％に拡大

会社法

株主総会決議が不要

施行は本体の１年後施行は本体の１年後



【補足１】　友好的な合併を促進する三角合併の施行を１年後とする理由

５日本企業が有効な防衛策を準備する期間として、一年間を確保。

Ａ社ジャ
パン

三角合併を活用すれば・・・議決権の２／３の同意があれば完全子会社化が可能。

　現状では・・・・全ての株主の同意が必要。

Ａ社 株主

Ｊ社

Ａ社
株主

Ｊ社

株式又は現金

全株式

①Ａ社がＪ社の全株式取得を目指し
て公開買付を実施

②全株式の買付が成功すればＡ社は
Ｊ社を完全子会社化できる。

Ａ社 株主

Ｊ社

株式又は現金

株式

①　Ａ社がＪ社の株主に対して公
開買付を実施

残りの株主

Ｊ社

③　Ａ社の日本子会社の経営陣とＪ社
の新経営陣が合併契約に調印し、両
社の株主総会で三角合併を決議

ＭＳ社株式

Ｓ社株式

Ａ社

新会社

残りの株主Ａ社Ａ社 残りの株主

Ｊ社

②　２／３超の株式を買い集めた
後で、Ｊ社の株主総会でＪ社の
取締役を交替する。

２／３超の
株式を取得

④　Ａ社の株式を保有する残りの株
主はＡ社の株主になり、新会社はＡ
社の完全子会社になる。

≪敵対的な買収による完全子会社化の方法≫

吸収合併

○　三角合併は、外国企業が日本企業を完全子会社化する際に活用可能な制度であるが、①外国企業の子会社と日本企業の経営者同士が
合併契約に調印し、②株主総会の承認を得てはじめて活用できる制度であり、友好的な場合に使われるもの。

○　したがって、外国企業が日本企業を子会社化しようとして三角合併の提案を行ったとしても、日本企業の経営者が反対している限り、外国
企業は三角合併を活用することはできない。

○　しかしながら、こうしたケースでも、外国企業が、まずは日本企業の株式をＴＯＢなどで買い占めた上で、三角合併に反対する日本企業の
経営陣を交替し、その後、少数株主を排除するため三角合併を活用することは可能（下記参照）。

○　このため、こうした三角合併の前に行われる株式の買い占め行為に対して、日本企業が有効な防衛策を準備する期間を１年間確保した上
で施行することを決定。



（３）　より効果的な敵対的買収防衛策の導入を可能にする

６

１．新株予約権を利用した防衛策（ライツプラン）

（敵対的）
買収者

８０株＋８０予約権２０株＋２０予約権

一般株主

Ａ社

20% 80%

１予約権⇒５株

買収者 一般株主

転換せず

（敵対的）
買収者

８０株＋８０予約権２０株＋２０予約権

一般株主

Ａ社

20% 80%

１予約権⇒５株

買収者 一般株主

転換せず

○新株予約権を普通株式に転換するかどうかを、
会社側の判断で決めることも可能に。

→確実に買収者の持株比率の引き下げが可能
に。

○新株予約権を普通株式に転換するかどうかは、
各株主の判断。

→ 確実に買収者の持株比率を引き下げられるか
どうかが不透明。

これまで

会社法現代化後

２．強制転換条項付種類株式を利用した防衛策

　

○ 発行済みの普通株式を他の種類株式に一挙
に変更するための手続を導入。

→ 強制転換条項付種類株式を利用した防衛策を
導入することが可能に。

○ 発行済みの普通株式の種類を変更するには、
総株主の同意が必要。

→ 防衛策を施した強制転換条項付種類株式を導
入することは事実上不可能。

これまで

会社法現代化後

（敵対的）
買収者

一般株主

５０株５０株→２０議決権

５０％２０％

【転換なし】【強制転換】

A社



７

３．拒否権付種類株式を利用した防衛策（黄金株）

○ 拒否権付種類株式のみを選択的に譲渡制限

とすることが可能に。
→ 拒否権付種類株式の防衛策としての活用が

より現実的に。

○ 拒否権付種類株式のみを選択的に譲渡制限

とすることは不可能。
→ 拒否権付種類株式が割当先から友好的でな

い者に譲渡される可能性があり、実質的に防
衛策として意味をなさない。

これまで

会社法現代化後

○ 定款の定めにより、株主総会の決議要件を加

重できることを明文化。

→ 決議要件の加重の適法性が確保される。

○ 株主総会の決議要件を加重できるかについて
は、解釈が分かれていた。

→決議要件を加重できるかについて疑義があった。

これまで

会社法現代化後

４．株主総会の決議要件の加重を利用した防衛策

株主総会
創業者等

拒否権付種類株式

A社

（敵対的）B社

拒否 取締役解任
決議

A社

定款で決議要件を
引き上げ×

取締役の解任決議

１/２　→　３/４



１．有限会社と株式会社の統合

○現状、大企業には株式会社、中小企業には有限会社が用意されている。

株式会社 ： 約１１０万社、有限会社 ： 約１８０万社

○しかし、有限会社制度には名称から来る偏見大。

○そこで、有限会社と株式会社は、株式会社に統合（既存の有限会社には経過措置も用意）。

　 これまでの譲渡制限株式会社の機関設計は大幅に柔軟化し、中小企業の事業を支援。

２．会計参与制度の創設

○中小企業の計算書類の正確性の向上を図る必要性が生じている。

○しかし、中小会社に会計監査人監査制度を導入することは費用面から現実性がない。

○任意設置として公認会計士又は税理士が、取締役等と共同して計算書類を作成する等の業務

を担うという会計参与制度を創設。

（４）　中小企業が使いやすい株式会社制度を設ける

８



現行の会社法体系
（商法第２編、有限会社法、商法特例法） 新しい「株式会社」

株式会社
（商法第２編）

会社数　1,140,300社　（うち資本金３億円未満　1,120,800社）

最低資本金規制：1000万円

機関：取締役会必置

　　　監査役必置

　　　取締役は３人以上

　　　取締役の任期は２年

　　　監査役の任期は４年

株主の責任：有限責任
（会社に対し株式の引受価額
を限度とする出資義務を負う
以外、会社の債務につき責任
を負わない）

その他
•社債、新株予約権等発行可能

•取締役会の書面決議不可

•決算公告義務あり

•会計監査人制度あり

•議決権等特段の定めは置けない

大会社（資本金５億円以上又
は負債総額200億円以上の株式
会社）は強制設置、中会社
（資本金１億円超５億円未満
かつ負債総額200億円未満の株
式会社）は任意設置

有限会社
（有限会社法）

会社数　1,847,900社
最低資本金規制：300万円

機関：取締役会なし

　　　監査役の設置は任意

　　　取締役は１人以上

　　　取締役の任期なし

　　　監査役の任期なし

社員の責任：有限責任

•社債、新株予約権等発行不可

•決算公告義務なし

•会計監査人制度なし

•持分の譲渡には総会の承認必要

•議決権等特段の定めを定款に置く
ことが可能

その他

新会社法

【補足２】　株式会社と有限会社の一体化へ

統合

株主の責任：有限責任

その他
•社債、新株予約権等発行可能

•取締役会の書面決議可能

•決算公告義務あり

•譲渡制限株式会社にあっては、
議決権等特段の定めを置ける

最低資本金規制：なし
機関：
会計参与を活用するなどにより柔軟性のある設計可能。特に、
譲渡制限株式会社は以下の例のような自由な機関設計を選択可能。

取締役及び会計参与の任期は原則２年、監査役の任期は原則４年。
ただし、譲渡制限株式会社は定款により最大１０年まで延長可能。

取締役の員数は、取締役会を置かない場合は１人以上、置く場合は
３人以上。（譲渡制限株式会社のみ取締役会を置かない機関設計
の選択が可能）

株式譲渡制限中小会社株式譲渡制限中小会社

①　　　取締役
②　　　取締役＋監査役
③　　　取締役＋監査役＋会計監査人
④　　　取締役会＋会計参与

⑤　　　取締役会＋監査役⑤　　　取締役会＋監査役
⑥　　　取締役会＋監査役会
⑦　　　取締役会＋監査役＋会計監査人
⑧　　　取締役会＋監査役会＋会計監査人
⑨　　　取締役会＋三委員会＋会計監査人

・会計監査人制度あり

大会社は強制設置、それ以外
の会社（資本金５億円未満かつ
負債総額200億円未満の株式会
社）は任意設置

機関設計の例

９

公開中小会社

株式譲渡制限大会社株式譲渡制限大会社

①　　　取締役＋監査役＋会計監査人①　　　取締役＋監査役＋会計監査人
②　　　取締役会＋監査役＋会計監査人

③　　　取締役会＋監査役会＋会計監査人
④　　　取締役会＋三委員会＋会計監査人

公開大会社

中小会社中小会社 大会社大会社

※三委員会：指名委員会、監査委員会、報酬委員会



○米国では、ＬＬＣ （リミテッド・ライアビリティ・カンパニー：有限責任会社）の創業、企業連携、サー

ビス業での活用が進んでいる。

○ 日本でも、人材集約型共同事業、事業再編、共同研究開発・産学連携の促進の観点から同

様の事業体整備の要請あり。

○ 日本では、組合に法人格を付与した合名会社がこれに近い制度だが、無限責任制が障害と

なる。そこで、「有限責任の合名会社制度」を創設。 これが新しい会社制度である合同会社。

（５）　新しい会社類型（合同会社：日本版ＬＬＣ）を設ける

１０

会社制度

【法人課税 】

組合制度

【構成員課税 】
現行の課税上の扱い

所有と経営の関係

出
資
者
（
構
成
員
）
と

全 構 成 員

有 限 責 任

無
限
責
任

最低１人
以上の
無限責任
構成員

全構成員
無限責任 合名会社合名会社 民法組合民法組合

ＬＬＣ
（有限責任の人的会社）

ＬＬＣ
（有限責任の人的会社）

ＬＬＰ
（有限責任の組合制度）

ＬＬＰ
（有限責任の組合制度）

物 的 組 織 人 的 組 織

合資会社合資会社 投資事業

有限責任組合

投資事業

有限責任組合

会
社
債
権
者
と
の
関
係

会社制度

【法人課税】

組合制度

【構成員課税】
現行の課税上の扱い

所有と経営の関係

出
資
者
（
構
成
員
）
と

株式会社

有限会社

合名会社合名会社 民法組合民法組合

ＬＬＣ
（有限責任の人的会社）

ＬＬＣ
（有限責任の人的会社）

ＬＬＰ
（有限責任の組合制度）

ＬＬＰ
（有限責任の組合制度）

所有と経営が分離（物的組織） 所有と経営が一致（人的組織）

合資会社合資会社 投資事業

有限責任組合

投資事業

有限責任組合

会
社
債
権
者
と
の
関
係

※　現代化で有限会社は株式会社に統合



法人格

↓

課税上の取扱い

内部自治原則

有限責任制

　－出資者全員が出資額の範
　囲で責任を負う

○　損益や権限の配分は自由

○　監視機関の設置が不要

○有限責任

○損益や権限の配分は自由

○監視機関の設置が不要

法務省から、会社法改正の一部と

して、今通常国会に提出予定

　　→平成１８年度から施行

経済産業省から今通常国会に提出
予定

　　→　平成１７年中に施行

会社の一類型民法組合の特例位置付け

●法人格有り

↓

●現行の税制の原則を前提とすれば
法人課税

ＬＬＣ（合同会社）
リミテッド・ライアビリティ・カンパニー

○法人格無し

↓

○出資者（構成員）に直接課税

　（構成員課税）

○有限責任

ＬＬＰ（有限責任事業組合）
リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ

　
　

　

１１

【補足３】　LLPとLLCの比較


